
 

申請者 

１．申請書類の提出 

チェック

欄 

書  類 

 補助金交付申請書（様式第 1 号） 

 
工事請負契約書又は売買契約書の写し 

（収入印紙・押印のあるもの） 

 経費の内訳が分かる見積書等の写し 

 

補助対象設備の製造者，品名番号（型番）そ

の他技術仕様が確認できる書類の写し（カタ

ログ等） 

 

補助対象設備が太陽光発電設備と連携して

いることがわかる書類の写し 

（太陽光設備が既設の場合：売電に係る契約書や領収書等、

太陽光設備が新設の場合：太陽光設備設置の内容を含んだ

住宅メーカーとの契約書 等） 

 設置予定箇所の位置図 

 設置工事着工前の現況写真 

 

所有者又は共有者の全員から承諾を受けて

いることが確認できる書類 

（住宅が賃貸又は共有名義の場合，同意書が必要で

す）※次頁の注意事項４番を参照 

 委任状（本人以外が手続きを行う場合） 

 
「いばらきエコチャレンジ」への登録がわか

る書類（アカウント情報を印刷したもの） 

※上記書類を役場生活環境課へ提出してください    

 

２．交付決定通知書の受領     

   

３．機器設置（工事開始） 

４．工事完了後の書類提出（工事完了後速やかに提出

してください） 

チェック欄 書  類 

 実績報告書（様式第 6 号） 

 設置に係る領収書・内訳書の写し 

 補助対象設備の保証書の写し 

 
設置状況が確認できる写真（対象設備およ

び連携している太陽光発電設備） 

※上記書類を役場生活環境課へ提出してください              

 

 

生活環境課 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*     

* 

* 

* 

*      

*         

*    

* 

* 

* 

* 

* 

* 

受付（提出書類の受領）・審査    

        交付決定 

* 

交付決定通知書（様式第 2 号）の送付 

*  ※不交付の場合は不交付決定通知書（様式第 3号）  

*    

*    

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*    

* 

    受付（提出書類の受領）・審査      

 

令和８年４月１日以降に工事着工し、

申請日より前に機器設置している場

合は、 

１. 機器設置→２.申請書類の提出 

→３.交付決定通知書の受領 

の順でお手続きになります。 



申請者 

 

５．交付額確定通知書（様式第 7 号）の受領 

 

６．請求書の提出 

チェック欄 書  類 

 補助金交付請求書（様式第 8 号） 

上記書類の提出 

  ※ 役場生活環境課窓口に直接ご提出ください 

          

          

７．補助金の受領 

通帳を記帳して、入金をご確認願います。 

 

            以上で手続きは終了です。 

         

    

       

 

 

   

  

  

 

  

      

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

                        

        

 

 

 

 生活環境課    

補助金額の確定 

交付額確定通知書（様式第 7 号）の送付 

*    

* 

*    

*      

* 

* 

     提出書類の受領 

*            

*         

     補助金の交付（指定口座への振込）    

      

      

 

 


